
⼤阪府福祉のまちづくり条例
ガイドラインの改訂について

（主な改訂箇所）

令和２年１⽉

資料３
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⾒直しの背景
審議会部会委員からの意⾒
○南海電⾞の難波駅から⼤阪メトロのなんば駅への⾞椅⼦の乗換えは、⺠間施設のエレベー
ターを利⽤してメトロの改札に⾏き、さらにメトロのエレベーターを利⽤するなど大変でわかりにく
いため、案内表示の内容について検討してほしい。
また、⺠間施設の営業時間や休館⽇の場合のルートも掲載してほしい。

障がい者団体からの要望
○駅や地下街に連絡しているエレベーターがあるビルのほとんどは⺠間所有で、案内表示の
基準があれば設置するというビル所有者もおり、府審議会部会等の場も活用し、案内サイン
に必要なピクトの色や大きさ、情報内容等、一定の基準を示すガイドライン作成を検討して
ほしい。

府ガイドラインの改訂
[６]エレベーター
【望ましい整備】 次の項目の修正

○エレベーターの昇降ロビー及び籠内に、到着階の各空間の⽤途、利⽤案内等を表⽰する。
また、到着階が⽴体通路や地下街、地下道、鉄道駅等と接続している場合は、その旨を
表示する。
※下線部追加

［６］エレベータ― [12] 標識
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[12]標識
【望ましい整備】 次の項目の追加
○⽴体通路や地下街、地下道、鉄道駅に接続している建物においては、移動等円滑化の
措置がとられたエレベーターその他の昇降機があることを表⽰する標識を、歩道や地下通路
から認識できる場所に設ける。

【解説】 次の項目の追加
階層移動が難しい⾞椅⼦使⽤者にエレベーターの場所を⽰す。

○階数ボタン（利用案内表示の例）

○到着階が立体通路や地下街、地下道、
鉄道駅等と接続している場合は表示

【解説図】 右記の図を追加。

地 下 街
通 路
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○正面口に段差があり、

車椅子使用者が利用で

きない場合は、段差の

ない入口を案内する。

○車椅子使用者等が歩道や地下通

路から容易に認識できる標識を

設置する。

○建物の側面に標識を設置する場

合は、両方向から認識できるよ

う、両側面に設置する。

○床面に設置することや案内板を

設けることも有効。

地下通路吊り下げ標識の例

【解説図】 以下の図を追加。
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【事例】 以下を追加

〜地下鉄及び地下街に接続している建物の案内標識〜
◆⾞椅⼦使⽤者が階層移動する際には、エレベーターを利⽤することが⼀般的であり、エ
レベーターの場所については、建物内に標識や案内板を設けることになっている。
しかし、地下街や鉄道駅に接続している建物であることや、エレベーターの有無について
は、建物外を通⾏しているだけでは判断ができない。
わかりやすい位置に標識を設けることにより、歩道や地下街を通⾏する⾞椅⼦等の利⽤
者の利便性が向上する。

●取組み例

地下街の奥まった場所にある地上へのエレベーターを案内 歩道から⾒やすい位置に鉄道駅の接続案内を設置
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【参考】

〜障がい者団体の取り組み事例「なんばおにごっこ」の紹介〜
◆障がい者団体が地元商店街の協⼒を得て、⾞椅⼦使⽤者がラリー形式で難波のまちを
移動するイベント「なんばおにごっこ」を平成26年から毎年開催している。
まち歩きを通じて地上と地下の移動経路の問題点を検証し、バリアフリーの推進に取り組
んでいる。
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⾒直しの背景①
国のバリアフリー整備ガイドライン（旅客施設編）の改訂（平成31年４⽉）
○視覚障がい者におけるエスカレーター利⽤のニーズは⾼く、エスカレーターを使⽤できる環境
を整備する必要があると考えられる。一方で、安全性への配慮が必須であり、視覚障がい
者誘導⽤ブロックの敷設に加え、⾳声案内などでエスカレーターの位置や⾏き先をよりわか
りやすくする等の工夫が必要である。

■平成28年度に国⼟交通省が実施した視覚障がい者へのアンケート調査結果
・普段利⽤に慣れている施設では約80％がエスカレーターを利⽤している。
・普段利⽤に慣れていない施設では約70％以上がエスカレーターを利⽤している。
・歩き慣れている施設では60％以上がエスカレーターを利⽤したいと回答している。
・歩き慣れていない施設では70％以上がエスカレーターを利⽤したいと回答している。

⾒直しの背景②
障がい者団体からの要望
○視覚障がい者もエスカレーターを利⽤できるよう、誘導⽤点字ブロックの設置や⾳声案内、
踏み板の色彩の判別をよくするなど、関係機関に要望してほしい。

［７］エスカレーター
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府ガイドラインの改訂

変更前
【配慮すべき事項】
○慣れない場所で視覚障がい者がエスカレーターを利⽤する場合、上り下りの区別がわかりに
くい、乗降のタイミングがはかりにくい等の問題があるため、視覚障がい者をエスカレーターへ
誘導する場合は、点状ブロック等や誘導固定手すりあるいは音声案内等を組み合わせて、
安全に利⽤できるようにする必要がある。

変更後
【基本的な考え方】 次の文章を追記
○視覚障がい者におけるエスカレーター利⽤のニーズは⾼く、エスカレーターを使⽤できる環境
を整備する必要があると考えられる。一方で、安全性への配慮が必須である。

【望ましい整備】
○踏み段の端部だけでなく、四⽅に縁取りを⾏うなどにより、踏み段相互の識別をしやすいよう
にする。（追記）

○エスカレーターに誘導する視覚障がい者誘導用ブロックを敷設する場合は以下の条件を満
たすこととする。（変更）

（条件） ・ 乗り口方向のみに敷設する。
・ 時間帯により進⾏⽅向が変更しないエスカレーターのみに敷設をする。
・ 乗り⼝⽅向には進⾏⽅向を⽰す⾳声案内を設置する。
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エスカレーターへの視覚障がい者誘導⽤ブロックの敷設⽅法の例
●⾳声により⾏き先及び上下⽅向を伝える
○⼗分に聞き取りやすい⾳量、音質とする

○点検蓋に接する箇所○奥⾏き60㎝程度

○誘導用ブロックの敷設条件
・乗り口方向のみ
・時間帯により進⾏⽅向が変更しない
・乗り⼝⽅向には進⾏⽅向を⽰す
音声案内を設置

※誤進⼊を防⽌するため降り⼝には誘導⽤
ブロックを敷設しない。

〔大阪メトロ コスモスクエア駅の事例〕
・↑，✖により案内
・視覚障がい者等に対し
誤進入した場合、ブザーにより
注意喚起
・視覚障がい者に対し
注意喚起を⾏うため、
点状ブロックを敷設している

エスカレーターの視覚障がい者に対する注意喚起等の例
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■建築物移動等円滑化基準（⼀般基準）
【一般客室（ＵＤルームⅠ）】
客室出入口の幅
●客室出入口の幅は、80cm以上とすること。

→（解説）客室出入口の幅の寸法は有効幅員とする。
「開き⼾」の場合は、扉厚を含めずに扉を90度開けたときの建具の内法幅、
「引き⼾」の場合は、引き残しを含めずに建具の内法幅で80cm必要となる。

⽚開き⼾

有効幅員

両開き⼾
有効幅員

片 引 き
⼾ 有効幅員

両引き⼾
有効幅員

［10］ホテル又は旅館の客室
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段
●客室内には、階段又は段を設けないこと。
（⽤途変更によりホテル⼜は旅館にする場合は努⼒義務規定。）
ただし、次に掲げる場合は除く。
・浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合の当該高低差の部分

→（解説）浴室等は、防⽔上の観点から⼀般的に客室部分との間に２㎝程度の段
差が必要となることから、それを許容するものを基本とする。

客室内の便所・浴室等出⼊⼝の幅

●１以上の便所及び１以上の浴室等の出⼊⼝の幅は、70cm以上とすること。

→（解説）出入口の幅は有効幅員とする。
ただし、両開き⼾は、施錠の方法等により、⾞椅⼦使⽤者でも円滑に開
閉できるものは、両側の扉を開放した状態で有効をとってもよいこととする
（例えばフランス落し錠のような障がい者が開錠に苦慮するものは対象外）。
１以上の便所及び１以上の浴室等とは、1の客室内に複数の便所⼜は
浴室等がある場合、1以上について、規定する幅が必要となる。
また、腰掛便器、浴槽及び洗面台の３点ユニットバスではなく、便所及び
浴室が独⽴しているものの、便所を介して浴室につながっている場合は、便
所及び浴室の両方の出入口とも当該規定を適用する（次図参照）。
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便所を介して浴室等に繋がる事例

●両扉とも
70ｃｍ以上必要

居室内
廊下

〔浴室の出入口の扉〕
○浴室のみのユニットの場合は、
引き⼾、折れ⼾などの製品も
あることから、これらの⼾を使
用することが望ましい。居室内廊下

シャワー室
●いずれかで
70ｃｍ以上確保
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客室出⼊⼝からの経路の幅
●客室（1ベッドの客室で客室面積が15㎡以上、2ベッド以上の客室で客室面積が19
㎡以上に限る。）出入口から1以上のベッド並びに1以上の便所及び1以上の浴室等ま
での経路の幅は、80cm以上とすること。

→（解説）１以上のベッドまでの経路は、⾞椅⼦使⽤者がベッドに寄付けるよう、ベッ
ドに80cm以上接することを基本とする（ベッドの短辺側でも可とする）。
ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

UDルームⅠの事例（15㎡以上の場合）
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【一般客室（ＵＤルームⅡ）】

客室出入口の幅 段 ＵＤルームⅠと同じ。

客室内の便所・浴室等出⼊⼝の幅
●１以上の便所及び１以上の浴室等の出⼊⼝の幅は、75cm以上とすること。

→（解説） 考え方は、一般客室（ＵＤルームⅠ）と同様。

客室出⼊⼝からの経路の幅
●客室の出⼊⼝から１以上のベッドの側⾯並びに１以上の便所及び1以上の浴室等
までの経路の幅は、80cm以上とすること。ただし、当該便所及び浴室等に⾄る経路が
直⾓となる場合、当該直⾓となる部分における経路の幅は、100cm以上とすること。
→（解説）１以上のベッド側⾯までの経路は、⾞椅⼦使⽤者がベッドに移乗できるよ

う、ベッドの側⾯（⻑辺側）に120cm以上接することを基本とする。
便所及び浴室等に⾄る経路が直⾓となる場合、⾞椅⼦使⽤者が出⼊りで
きるよう配慮し、当該直角となる部分に100cm×100cmのスペースを確保
することを基本とする。便所及び浴室等の扉が外開きの場合、⼾を開けた
状態で⼾を避けて、本スペースを確保する（次図参照）。
ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。
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●経路が直⾓となる部分
経路幅 有効100cm以上
（100cm×100cm確保）

便所を介して浴室等に繋がる場合の経路の考え⽅

〔浴室の出入口の扉〕
○浴室のみのユニットの場合は、
引き⼾、折れ⼾などの製品も
あることから、これらの⼾を使
用することが望ましい。

居室内
廊下

居室内廊下

シャワー室

●左記図（上側）のように、ユ
ニットバスに⾄るまでの経路が
直角となる場合、直角となる
部分は100cm×100cm以
上のスペースを確保すること。

●また、左記図（下側）のよう
に、ユニットバス内でも直角と
なる場合、直角となる部分は
100cm×100cm以上のス
ペースを確保すること。
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方向転換スペース

●客室内には、⾞椅⼦使⽤者が転回できる空間を確保すること。

→（解説）直径120cm以上のスペースが確保されていることを基本とする。
ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。
家具等の下部に⾞椅⼦のフットレストが通過できるスペースが確保されてい
れば、その部分も有効スペースとする。

UDルームⅡの事例
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腰掛便器・浴槽等への寄付き

●⾞椅⼦使⽤者が腰掛便器、浴槽及び洗⾯台に寄付けること。

→（解説）腰掛便器、浴槽及び洗面台の３点ユニットバスの場合、⻑辺⼊りでは
1418以上、短辺入りでは1620以上とし、⾞椅⼦使⽤者が腰掛便器、
浴槽等及び洗面台に寄付けるよう、便器、浴槽等、洗面台及び出入口
を適切に配置することを基本とする。
腰掛便器、浴槽等⼜は洗⾯台が独⽴している場合は、出入口の幅、経
路の幅の規定を適⽤することを基本にし、それぞれに⾞椅⼦使⽤者が寄
付けるよう、出入口の配置や扉の形状（開き⼾、引き⼾等）、スペース
の確保等を⾏う。
なお、⾞椅⼦使⽤者⽤客室では、政令で腰掛便器及び浴槽等は⾞椅
⼦使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分な空間の確保と規定されているが、
一般客室ではそこまで求めていない。
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腰掛便器・浴槽等への寄付きの事例

例

1418サイズ（⻑辺⼊り） 1620サイズ（短辺入り）
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■建築物移動等円滑化基準（⼀般基準）
【⾞椅⼦使⽤者⽤客室】

客室出⼊⼝・便所・浴室等

●出⼊⼝に設ける⼾は引き⼾としなければならない。
ただし、自動的に開閉する構造の場合は、この限りでない。かつ、その前後に高低差が
ないこと。
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■望ましい整備

⾒直しの背景
国の建築設計標準の改正
○国の建築設計標準が改正（平成３１年３⽉）された。
これを踏まえ、記載内容の充実を図るため、追記・修正等を⾏う。

内容の充実
○ガイドラインの内容をよりわかりやすくするため、所要の追記・修正等を⾏う。

【⾞椅⼦使⽤者⽤客室】
客室
○客室総数が50未満の場合でも、1以上の⾞椅⼦使⽤者⽤客室を設ける。
照明
○肢体不⾃由者等に考慮し、ベッド上で点灯・消灯できるものとする。
○高齢者や視覚障がい者等に考慮し、リモコンや音声等で操作できるものとする。
○直接光又は反射光によってまぶしくならないように、工夫して設置する。
鍵
○客室の鍵は視覚障がい者が円滑に利⽤することができるように、解錠・施錠が⾳等で
わかるなど、操作しやすいものとする。

○非接触型カード錠のカードリーダは、床から100〜120cm程度の⾼さに設ける。
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客室出入口
○⾃閉式上吊り引き⼾（⾃動閉鎖時間の調整機能を持ち、閉まり際で減速するもの）で、
容易に開閉できるものとする。
○⾞椅⼦使⽤者の⼾の開閉のため、⼾の取っ手側に袖壁の幅45cm程度以上の接近ス
ペースを設ける。
○室名表⽰、避難情報及び避難経路の表⽰等は、床から140cm程度の⾼さ（⾞椅⼦
使⽤者の⾒やすさに配慮した⾼さ）に設ける。

取っ手
○取っ手は使いやすい形状のものとし、床面から90cm程度の位置に設置する。
→取っ手は、握りやすい形状（棒状のもの等）とする。

段
○客室の⼀部に和室や畳の⼩上がりスペース等を設ける場合、⾞椅⼦使⽤者が容易に移
乗できるよう、畳上面等（段差）を40〜45cm程度（⾞椅⼦の座⾯の⾼さと同程度）
とする。

ベッド
○ベッドの高さはマットレス上面で、45〜50cm程度とする。
○ベッドボードの高さは、マットレス上面より30cm以上とし、ベッド上で寄り掛かりやすい形状
とする。
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浴室等
○⾞椅⼦から移乗しやすいよう、浴槽の脇に移乗台を設ける。
移乗台の高さは、浴槽のエプロン高さ（45cm程度）と同程度とする。
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収納等

○机等は⾞椅⼦での使⽤に適する⾼さとする。
また、下部には⾞椅⼦のフットレストが⼊るスペースを確保する。
→〔参考〕机等 上 端︓70cm〜75cm程度、

下 端︓60cm〜65cm程度、
奥⾏き︓45cm程度

⾞椅⼦使⽤者⽤客室（シングルルーム）の例
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その他の設備
○インターホン（室内機）、コンセント、スイッチ、ボタン等は⾞椅⼦での使⽤に適する⾼さ及
び位置とする。
○スイッチ及び壁の仕上げ材料等は、スイッチ等と壁の⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差を確保
する。

○電動⾞椅⼦のバッテリーの充電のため、使⽤しやすい位置（床から40ｃｍ程度の⾼さ）
にコンセントを設ける。
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【一般客室（ＵＤルームⅠ・ＵＤルームⅡ）】

照明
○肢体不⾃由者等に考慮し、ベッド上で点灯・消灯できるものとする。
○高齢者や視覚障がい者等に考慮し、リモコンや音声等で操作できるものとする。
○直接光又は反射光によってまぶしくならないように、工夫して設置する。
鍵
○客室の鍵は視覚障がい者が円滑に利⽤することができるように、解錠・施錠が⾳等でわかるなど、
操作しやすいものとする。

○非接触型カード錠のカードリーダは、床から100〜120cm程度の⾼さに設ける。
客室出入口
○⾃閉式上吊り引き⼾（自動閉鎖時間の調整機能を持ち、閉まり際で減速するもの）で、容易
に開閉できるものとする。

○⾞椅⼦使⽤者の⼾の開閉のため、⼾の取っ手側に袖壁の幅45cm程度以上の接近スペースを
設ける。

○開き⼾の場合には、⼾が90°以上開くようドアクローザーの収まるスペースを確保し、⼾当たりの
位置を工夫するとともに、取っ⼿が壁に当たらないよう⼾の吊元のスペースを確保する。

段
○客室の⼀部に和室や畳の⼩上がりスペース等を設ける場合、⾞椅⼦使⽤者が容易に移乗でき
るよう、畳上面等（段差）を40〜45cm程度（⾞椅⼦の座⾯の⾼さと同程度）とする。
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便所・浴室等
○⼾は、引き⼾とする。特に浴室のみのユニットの場合は、引き⼾、折れ⼾などの製品もあること
から、これらの⼾を使⽤する。

手すり
○便所及び浴室等には⼿すりを適切に配置する。
その他の設備
○スイッチ及び壁の仕上げ材料等は、スイッチ等と壁の⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差を確保す
る。

○スイッチ等は、⼤型で操作が容易なボタン形式のものとする。

【一般客室（ＵＤルームⅠのみ）】

客室出⼊⼝からの経路
○客室の出⼊⼝から１以上のベッドの側⾯並びに１以上の便所及び1以上の浴室等までの経
路の幅は、80cm以上とすること。ただし、当該便所及び浴室等に⾄る経路が直⾓となる場
合、当該直⾓となる部分における経路の幅は、100cm以上とすること。

転回スペース
○客室内には、⾞椅⼦使⽤者が⽅向転換できる空間を確保する。
便所・浴室等
○客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は、75cm以上とする。
○⾞椅⼦使⽤者が腰掛便器、浴槽及び洗⾯台に寄付けること。
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【案内表⽰、情報伝達設備等（⾞椅⼦使⽤者⽤客室・⼀般客室）】
室名表示等
○室名表示は文字の浮き彫りとするか点字を併記する等、視覚障がい者等の利⽤に配慮
する。

○室名表⽰及び客室出⼊⼝の⼾等に設ける避難情報及び避難経路の表⽰は、⽂字・図
記号、図、背景の⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差を確保したものとする。

設備・備品等の設置又は貸出
○フラッシュライト等の火災警報装置の設置等のハード面のほか、点滅や振動によって伝え
る室内信号装置の貸し出し等により、聴覚障がい者等への非常時の情報伝達に配慮す
る。
○聴覚障がい者等に配慮し、テレビは字幕放送の表示が可能なものとし、文字表示が可
能なリモコンを客室に備える。

テレビの字幕放送室番号の浮き彫り表示の例 フラッシュライト
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